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什
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仕
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古
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／
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懲
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仙
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力
ヤ
げ
た
と
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う
る
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合
が
あ
り
、
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吻
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囲
門
に
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り
込
む
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の
或
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同
門
仁
つ
い
て
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事
叫
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の
重
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な
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果
的
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与
に
よ
る
、
そ
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五
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的
共
同
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起
の
存
在
を
嘉
門
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ず
る
こ
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一
が
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り
と
あ
る
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れ
る
な
お
、
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に
お
い
て
ー
も
、
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の
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来
性
の
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一
に
お
い
と
実
行
に
汁

ず
る
甫
袋
店
没
制

と
レ
う
仙
川
ん
口
前
な
判
断
に
求
め
た
の
に
対
し
、
山
口
教
授
は
、

川
市
成
山
六
件
該
当
平
実
む
苫
パ
fJU
に
つ
レ
て
且
要
な

川
川
来
的
人
川
h
J

と
い
う
、
結
来
若
荘
L

依
存
し
七
よ
り
叱
ア
制
約
九
仏
基
準
乞
用
い
る
白
、
で
異
な
っ
て
い
G
F

こ
う
L
た
川
川
来
的
共
犯
論
を

集
結
と
す
る
け
品
解
は
、

共
同

ι犯
亡
b
実
ノ
打
行
為
む
一
部
分

ιが
不
裟
J
ん
め
る
す
す
め
、

fJ削
配
的
結
果
に
4

列
し
て
作
一
義
、
り
共
犯
と
同
科
町
一

の
同
県
い
い
が
J
T
汗
す
れ
ば
守
り
、
人
。
条
の
規
定
は
、

共
同
一

A

犯
の
L

め
の
処
罰
拡
張
主
位
と
さ
れ
る
つ
円
ど
の
可
一
日
休
で
は
、

l,l 

h長

め
て
明
快
な
は
解
で
あ
る
と
い
え
工
う
ハ

、
〕
か
、
三
国
一
ポ
的
共
犯
荷
主
主
川
縫
い
す
る
場
台
、
ぶ

F
の

お
い
て
、
出
灯
丈
一
酬
と

じ
る
じ
川
口
八
甘
的
に
は
、
特

定
的
患
者
に
殺
訟
を
叩
い
た
医
師
炉
、

紅
っ
と
忠
さ
に
、
川
射
さ

こ
の
忠
乏
な
担
－
す
る

6
援
問
い
対

ν
て、

奇
茶
古
川
μ
僚
哉
と
品
川
わ
ノ
、

せ
る
お
訟
で
、
被
害
有
を
殺
宍
L
ょ
う
〉

こ
τL
主
j
｛
 

阻
「
別
的
仕
開
設
rt
犯
に
あ
た
る
予

地
J
h

－ぺ

ー
述
し
行
因
果

t引＇： rl' j乙心構J孟

的
共
犯
論
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
L
J
d
D

ほ
果
的
共
犯
市
？
市
討
は
、

共
犯
の
本
質

は
な
い
っ
す
立
わ
ち
、

z
V
｝
必
く
る
犯
罪
上
六
U
J
J
山
と
行
為
共
同
設
の
汁

υ
に
お
い
と

共
犯
の
処
罰
恨
拠
台
第

者
全
が
し
た
四
果
的
支
起
に
求
必
る
た
め
、
故

意（
U
R八
月
は
、
必
要
と
な
ら
ず
、
行
品

η
宍
川
刊
で
H
M一
り
る
、
｝
与
に
な
る

U

し
か
し
町

民

ブ。ム
f

、々

行
列
吋
仕
ハ
バ
寸
叫
に
ナ
れ
ば
、
持
名
付
仇
広
州
U
が
A
I
f
止
さ
れ

に
山
円
山
町
な
加
功
J
U
門
店
す
る
た
め
、
前
述
し
た
事
例
に
お
け
る

μ献
の
行
持
は
、

主
語
源
の
片
山
か
行
為
に
村
ず
る
片
山
市
な

（阪人比羊 C7 l c, l cl c2川7 s l 



r児

共
同
E
mぞ
）
な
ゐ
か
、
り
で
あ
る

ν

1 

（印一

例
え
ば
、
内
ヨ
孜
山
一
川
は
、
犯
罪
情
点
裟
低
い
い
を
市
刀
法
構
成
宮
作
と
民
任
情
必
要
件
い
の
組
み
合
わ
九

J
一
し
て
、
構
成
授
が
い
的
な
選
法

J、
l附

の
さ
起
を
共
犯
の
処
訂
筏
拠
ζ

博
じ
て
h

医
師
に
1
6
4
0
閣
議
花
犯

－
J

た
が
っ
て
、
有
護
郎
に
ふ
で
〈
過
失
が
な
い
こ
き
に
は
、

が
成

υ
ず
る
J
h
u

む
の

も
L
看
法
制
に
A

巴
は
守
人
が
あ
っ
ー
こ
場
合
に
は

中
談
者
設
相
川
日
行
為
は
、
業
務
上
巡
失
可
抗
日
化
川
刈
の
構
成
泌
が
打
に
苓J

ー
」
ず
る
為
法
性
が
お
つ
に
、
」
ζ

凡
な
る

U

他
万

行
為
共
同
説
で
は

共
犯
再
開
の
行
為
共
同
だ
け
セ
足
り
る
ー
～
め
、
当
該
院
怖
に
は

呑
4
間
滞
の
逸
夫
犯
に
対
λ
q
J
q
G
片
函
約
六
回
疋
犯
が
成
立
し
hつ
る
で
あ
ろ
う
h
E
r
、
山
U
教
校
刀
見
解
に
よ
れ
か
は
、
偽
成
要
件
は
中
1
山知

日
前
な
違
法
行
為
鉱
山
～
と
さ
れ
る

た
と
え
L
之
内
駄
の
川
店
十
へ
が
な
く
と
も
、

同
じ
ノ
＼
医
慨
に
よ
る
殺
人
の
片
西
町
共
同
疋
犯
が
成

υ一
す
る

間
接
仕
犯
と
ん
同
L
犯
C
い
ず
れ
も
、

結

L
犯
と
し
て
処
川
訂
さ
れ
る
が
、

間
抜
一
r犯
は
単

ド
る
は
ど
、

一と
L

な
ろ
う

独一

ι犯
て
あ
る
と
と
ろ

こ
れ
ら
む
読
者

rめ
つ
て
は
、
汁
一
以
的
夫
同
一
r花
、
山
救
唆
・
討
助
と
に
弘
司
心
状
誌
の
共
犯
と
さ
れ
る
丈
め

不
完
的
に
け
日
な
っ
て
く
る
し
か
よ
門
戸
し
て
、

同
教
市
民
が
狭
義
心
共
犯
に
わ
v心
円
つ
け
た

五円一出的一

犬
同
主
犯
と
、

川
i

治
犯
で
町
一
る

問
扱
い
銃
、
ut崎
い
ぷ
唆
昧
ア
ほ
る
点
亡
、
医
只
！
的
共
犯
命
を
山
い
な
土
日
…
と
、
f
る
す
一
説
ん
は
、
州
四
丈
一
m
L
L
採
？
凡
な
い
と
お
も
λ

J

し
か
も
、
問

共按
iπj 王
手ミ ）~ 
h (, 
す Jt
f骨！日j
oli J. 
. j~ 
Tこ (j)

止区
に日lj
>:< iJミ
めも
ら味
才工 に
る己な

子一

l昆
悶
l土

共
同
実
行
の

25Eを
不
安
と
し
た
結
菜
、
主
っ
ぽ
、
川
ご
す
什
制
的
な
も
の
だ
け
で

も
コ
こ
も
、
以
l
m
v
＝］山解

r
は
別
に
、
「
双
方
M
的
な
同
川
ポ
的
影
響
M

や
「
椙
斗
件
L

が
共
同
正
犯
の
実
質
的
仕
処
罰
HM拠
で
あ

る
と
し
て
、
共
河
止
犯
の
成
斗
約
同
を
限
之
す
ノ
る
見
解
日
小
あ
る

υ
L
か
し
、
可
概
念
に
は
、
九
h

？
の
悶
ワ
釘
羽
で
及
一
は

f
l彰
盟
H

力
の
強

さ
に
つ
い
て
と
異
r
A
認
げ
に
九
れ
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
、
前
主
L
た
雑
h
rゼ
河
川
叫
一
で
き
て
い
な
い
。
ず
な
h

わ
ち
、
松
民
心
門
前
響
力
会

容
凱
治
か
つ
物
坪
山
川
に
吋
断
す
る
限
h
、
医
師
と
者
護
対
け
問
げ
ー
は
、

双
方
p

円
ん
勾
い
な
い
し
桔
片
的
は
い
が
響
力
炉
生
じ
て
お
り
、
」
V一
ら
刀

の
む
味
て
、
日
川
じ
く
対
日
正
犯
の
成

υ
を
認
吟
ざ
る
寸
士
、
え
な
い
か
ら

ま
七
、
六
コ
条
の
規
定
す
る
古
川
正
犯
口
正
犯
の

: ；；」人法学l河口＂ 2)o2 i:2nr• ；.弓、
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で
あ
り
、
箔
次
的
草
作
を
白
川
う
と
7

し
た
上
で
、

主
刑
し
し
も
王
犯
と
同
杭
さ
れ
る
紋
凌
か
ら

μ別
、
ど
ん
押
印
町
、
共
同
王
犯
が
共
洞
化
の

一
誌
で
あ
る
立
に
1
4
め
る
だ
け
で
ぺ
げ
で
あ
ろ
う
か
つ
ず
な
わ
ち
、
お
次
的
主
打
旗
刑
と
弟
次
的
主
任
類
引
と
い
う
分
対
の
段
昧

さ
は
こ
ふ
か
く
、

各
九
の
役
訟
の
宝
仙
宵
性
や
司
果
的
寄
与
の
程
度
U

｝
け
て
、
パ
州
独
止
犯

の
刊
＋
ハ
質
性
を

戸
正
犯
）
こ
共
同
ー
止
犯

戸共犯）

併
出
す
る
こ
い
〈
は
で
き
な
い
か
ら
と
あ
る
。
か
り
に
第
次
的
責
任
類
取
に
ふ
の
T
る
か
ど
有
か
が

J
U
つ
叫
い
ら
立
法
省
足
以
に

±
h巳の

と
占
め
れ
ば
、
救
凝
・
布
功
を
第
次
的
責
仔
肝
刑
判
h

y

」
ア
る
い
て

z
t
υ
氏
宥
の
判
断
に
よ
っ
て
は
（
川
4
4
H
ζ

な
り
か
ね
白
い

U

り
て
の
は
う
、

fHら
進
ん
で
す
一
行
行
為
に
小
川
戸
～
正
犯
者
〉
7
て
の
存
や
乞
削
誌
と
し
た
た
犯
朽
の
別
に
小
［
た
何
買
い
市
～
な
糸
川
喪
主
、
凶
恥
誠
一
心
目
的
足
長

に
泣
v

山A
Q
フ
る
、
ア
こ
に
は
る
円
一
で
J
b
、
件
十
へ
山
ト
で
た
る
一

F

J

共
同
し
円
い
忠
王
払
h

説

つ
い
さ
w

共
同
」
一
犯
を
狭
義
の
引
ハ
犯
内
ム
じ
め
る
見
解
と
し
て

個
々
の
達
法

い
わ
ゆ
る
共
同
玄
忠
、
五
体
4
1
叫
が
め
る
つ

」
心
見
解
は

仕
団
関
白
J

行
為
三
右
目
す
る
防
長
的
共
犯
論
J

は
只
な
り
、
共
犯
説
的
吹
を
起
制
人
的
な
b
f
会
心
坦
的
白
布
で
あ
る
共
同
意
忠
、
十
体
に
よ
心

活
動
に
ぷ
め
た
ヒ
で
、
そ
の
♂
ム
山
勅
に
付
λ

ー
川
明
責
任
官
、
共
同
意
思
＋
付
の
構
成
聞
に
負
担
さ
ム
ザ
る

r
い
人
ノ
団
体
安
伴
の
Y
J
え

h
乞
採

行

）

f
L
J

む
し
と
も
ご
」
入
九
三
、

l

、
v

L

d

t

r

l

t

才

l

共
同
ー
リ
犯
は
、
ご
ろ
L
だ
り
寒
川
い
対

rる
寄
う
に
よ
ノ
て

μ則
さ
れ
ゐ
一
類
引
と
な
る
つ

さ
て
、
共
同
志
忠
、
ぃ
体
説
法
、
芋
野
豹
一
郎
判
事
に
d

っ
て
創
唱
さ
れ
行
も
の
で
あ
る
。
草
野
判
事
に

一
人
以
上
の

t引＇： rl' j乙心構J孟

異
い
別
件
ナ
ー
る
州
州
人
が

共
刈
百
円
的
の
字
、
札
の
た
め
に
可
心

体
と
な
り
、
そ
の

P
の
一
人
が
犯
罪
の
実
行
に
京
J
づ
る
こ
と
で
、
名
」

人
に
μ
九
日
rl
犯
が
氏
υ
r
J
る
こ
こ
に
日
る
ハ
J

の
際
、
行
為
t
体
て
あ
る
共
同
志
立

t
体
は
、
違
法
に
結
成
大
れ
た
集
庇
と
あ
り
、

町
的
存
持
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
、
川
川
司
王
体
た
り
え
人
位
い
と
す
る

刀
、
長
行
行
為
を
分
担
し
な
い
議
hy名
に
つ
い
て
は
、
宍
司

「

' の
謀
議
が
だ
向
古
川
弘
、
一
て
凡
悼
の
形
成
で
丸
ゎ
、
ご
れ
ぽ
法
人
は
い
し
f

組
ム
ロ
の
設
立
行
為
に
↓
れ
た
る
の
で
、
民
法
の
組
合
進
出
を
援
用
し
コ カ』

（阪人比羊 "' 1 c,:n c,:i c2川7s l 



r児

つ
、
共
同
主
用
心
主
体
の
谷
構
成
UH
に
共
同
主
犯
寸
士
一
認
め
る
の
で
あ
る
「

し
か
ー
ヘ

ー
よ
れ
分

Nzど
し
な
か
っ
た
共
司
容
υ
円
、
一
一
体
の
掛
川
ぷ
貨
を
刑
罰
↓
体
に
含
め
る
に
あ
た
り
、

民
法
の
制
ム
円
述
論
会
、

マーの柏山、

J、
l附

刊
日
以
叫
す
る
こ
y
、
な
ノ
＼
谷
間
I
J
A
刊
の
共
同
正
犯
件
、
ケ
説
明
づ
る
え
剰
が
北
れ
た
。
例
え
は
、
斉
藤
人
す
り
什
悼
上
は
、
共
同
正
犯
に
う
生
徒
馬

性
が
ち
え
ら
れ
｝
白
人
炉
、
共
同
意
同
、
体
一
訟
で
は
、
ご
う
し
た
従
属
性
υ
、
円
で
は
足
ら
ず
、
長
問
、
ご
し
て
山
一
体
性
が
必
要
C
あ
る
い
〈
す

訂一

一
共
犯
成
立

i
の
体
性
」
に
つ
い
℃
三
日
M
じ
た
上
明
、
征
人
女
正
の

る
り
そ

L
て
、
け
法
の
名
宛
人
が
ム
1
牝
人
セ
z
め
る
こ

r一
か
う
、

間
川
市
山
川
町
か
ら
み
に
処
罰
は
個
別

rJで
小
で
い
れ
は
な
ら
ず
、

汁
ハ
犯
処
罰
L

ハV
匂
別
性

に
J
b
t
づ
レ
て
、
共
同
立
也
、
体
説
に

ニh

つ
L

J
人

山
泊
、
灯
る
行
為
土
作
と
町
川
町
出

ι凡
悼
の
分
維
を
じ
っ
ム
釈
し
て

フ

似
方
、

下
村
康
h
h

停
士
は
、
共
同
h
h

犯
を
似
の
共
犯
形
式
か
ら
ね
目
別
す
る
主
治
！
と
し
て
、

共
同
犯
行
の

ら
れ
る
へ
「
な
わ
ち
、
そ
む
認
識
は
、
「
相
一
川
に
犯
時
む
尖
ノ
れ
に
五
E
て
な
役
割
乞
体
と
な
っ
て
行
子
つ
と
い
、
っ
、
行
為
者
間
C
J刈土寸

関
係
に
片
け
る
玄
rb
だ
絡
を
い
う
の
て
あ
〉
て
、
宇
な
る
相
日
の
存
住
認
識
と
は
な
い
と
さ
れ
る

v

六
、
つ
に
、
西
日
必
犬
い
刈
士
は
、

重
要
な
役
割
か
L

担
っ
た
閑
H
J
者
が
共
同
に
侃
と
な
る
民
昨
に
つ
い
て

ー
共
同
一
犯
が
？
い
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
以
上

半
]j:( 

お
日
る
実
行
行
為
ζ

当
主
山
性
に
お
い
て
同
柿
慌
で
あ
る
」

--、
vし

、）！？
1

釘
よ
そ
共
同

5
川
？
？
体
訴
は
、
団
体
主
作
の
見
地
か
っ
部
長
行
・
全
部
責
任
の
原
則
」
を
託
刷
、
て
入
え
ノ
レ
）
「
ゐ
K

で、

ペ
当
で
あ
る
ハ
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
［
凡
市
は
、
具
、
刊

lt犯
の
本
引
を
共
同
実
行
行
為
乙
刈
る
M
M
仰
を
批
判
し
て
、
「
一
中
ア
一

、P

〉
：

，Y
古

pfィ

h
J

と
い
う
の
は
、
結
同
趨
個
人
的
な
法
的
五
怒
で
あ
っ
て
、
」
れ
豆
、
、
共
河
主
思
：
A

什
仲
と
そ
の
活
動
に
ほ
か
z叫
ら
な
い

張

γ
る
か
、
そ
こ
で
は
、
一
甲
乙

一人が一打、ノ
f
八
強
尚
」
こ
い
う
円
山
、
、
一
G
J

で
に
第
一
者
に
よ
る
詳
似
を
今
日
ん
ド
、
概
念
J
D
V
A
J

も
い
川
し
て

ジ
Q
U

ま
J
J
、
海
ム
数
m
A
h
J
者
の
恒
別
的
／
わ
為
心
意
味
を
分
折
e

詳
備
す
る
ご
；
な
ノ
＼
仕
ハ
バ
意
日
山
主
体
こ
い
う
肱
担
的
な
ギ
ル
沖
」
／
向
シ
疋

ず
る
の
は
、
話
坪
の
飛
躍
E
あ
る
し

L
I
υ
J
心、時一人
J

苔
む
処
訟
に
つ
レ
k
h
u

別
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
集
団
内
で
甲
山
六
円
沈
江

＇；；」人法学 l河口＂＂） o4 i:2nr'1 ＿弓、

ど



判
剖
を
い
但
「
介
L
Y

さ
だ
け
、
実
行
戸
勺
為
L
Y

同
等
の
当
罰
性
が
ド
い
い
与
さ
れ
る
桜
拠
を
明
一
小
ず
る
必
要
、
？
ぬ
る
乙
い
え
よ
う

f

げ
ハ
河
正
犯
を
止
犯
の
祖
こ

L
L

ハ
4
R犯
十
一
心
3

求
心
ー
止
犯
〆
｝
村
正
一
つ
け
る
丸
山
貯
は
、
土
ハ
ベ
円
突
七
の
河
川
廿
や
修
け

rる
も
の
と
、
行
持
支
配
の
快
念
に
依
拠
す
る
も
の

に
大
別
さ
れ
る
。
ま
ず
、
修
正
さ
れ
た
構
成
要
件
心
考
え
方
を
山
河
川
川
す
る
に
僻
仕
み
て
お
こ
う
ハ

F

ゐ
）
斗
ハ
同
市
主
行
行
為
rL
若
R
1
Jる
見
町

は
、
構
成
愛
什
？
玖
中
l
事
実
主
実
現
す
る
者
だ
行
が
T
V
犯
、
と
な
る
〔
ず
す
は
わ
ち
、

h

－r小ス
亡

U
L

、ノ
L
Uじ
碍
i
b
d

、

3ti－
－

r
u
i
j
t
i
i
 
尚
氏
川
安
件
訟

ψ
」
事
実
に
1

可
計
る
け
1
A
行
行
為
性
に
求
め
ら
れ
る
）
そ
し
て
、

土ハ山円一
r犯
て
は
、

健
数
の
院
ι寸
V
臼
が
先
日
実
行
の
立
位
、
U
F
J
L
実
行
’
打
九

を
分
間
刊
す
る
こ
と
か
ら
、
犯
位
が
ハ
川
守
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

し
た
が
っ

f
1
「
誠
実
行
a

全
銘
点
に
ー
の
原
則

J
D

引
ハ
同
の
実

行
そ
れ
は
体
7m：
り
導
ふ
れ
る
の
で
あ
り
、

後
数
悶
l
J
W
合
間
心
実
行
行
為
の
共
同
こ
そ
が
、

共
同
戸
犯
の
実
一
宮
J

？
な
す
と
い
え
よ
よ
J

U

さ
て
、

出
紅
一
十
犯
の
支
r
j
行
為
胤
叫
ド
止
を
絞
ト
い
た
形
ー
ん
で
あ
る

r
手
れ
た
の
は
、

、r
jレヒ
J

戸
4
3
r
L
P
い

共
同
一
J
犯
の
構
成
妥
件
を
、

二
で
あ
る
c

九
一
好
専
は
、
構
成
妥
件
の
い
ヲ
べ
て
に
該
－
ず
る
こ
J

を
「
恰
成
要
仰
け
の
た
足

γ
と
表
現
す
る

方
、
必
ず
、
号
令
、
お
則

卜
の
ん
ヱ
情
れ
山
崎
製
件
を
だ
け
止

L
な
く
て
ー
も
、
な
お
止
犯
が
成
止
し
う
る
／
一
し
て
、
単
独
正
犯
r
一
異
な
る
共
同
止
犯
の
特
殊
性
会
強
調
さ
れ

t引＇： rl' j乙心構J孟

FJ
な
わ
ち
、
「
構
成
要
わ
い
の

Jhrコ
」
お
え
v

「
構
成
要
作
の
充
足
」
に
い
う
「
構
成
要
件

の
飢
念
は

九
い
川
！
の
特

＇戸
ゴ〕

別
構
成
民
件
C
あ
3

共
犯
の
尚
形
式
は

い
つ
れ
も
伐
る
特
光
心
構
成
要
刊
に
時
係
し
て
司
】

υffvれ
1

～
法
行
ト

形
明
主
で
あ
る
円
に
於
て
w
F
異
が
な
い
。
引
一
J

叶
司
ハ
は
い
づ
れ
も
構
戎
一
見
件
の
修
ー
止
形
式
な
の
で
あ
る
。
い
ψ
に
涜
伐
に
る
共
犯
乙
い
よ
、
」
ζ

が
あ
る
の
で
は
は
い
c

必
ず
殺
人
罪
の
た
犯
で
お
り
又
は
放
火
罪
の
た
犯
で
あ
る
c

却
ち
、
た
犯
し
は
、

U
R
ハ
の
形
式
の
f

川小川
J

古
川
向
は
「
、 R

E
 

日
仏
九
J

（阪人比羊 C7 l C,Sl c,に c2川7 s l 



r児

常
い
戎
る
犯
罪
の
構
成
実
件
主
主
川
木
工
y

し
て
の
み
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

抗
す
る
者
で
あ
る

共
同
正
犯
は

7
 

数
人
が
共
同
し
こ
某
本
的
情
成
裟
件
該
当
事
尖
乞
実
現

rる
ば
あ
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
た
か
ら
、
川
町

？

m
r
h
N
7同
九
一
L
J
f
L

、
共
犯
が
構
或
出
ナ
メ
μ
い
い
の
修
正
形
式
で
あ
る
な
ら
ば
、

共
司
王
犯
4
ま
た
、

構
成
宏
作
の
修
H
形
式
ど
あ
る
ハ
す
な
？
わ

J、
l附

ち
、
小
野
村
上
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
、
各
則
の
全
一
情
ぷ
裟
件
を
允
足
し
仕
く
て
点
、
八
口
条
が
修
正
、
〆
た
日
ハ
犯
心
構
成

中
久

ι
れ
い
を
六
兄

γ
｝
白
こ
と
に
－
A

つ
ζ

、
ド
宍
日
t
t
犯
の
犯
が
成
JL
安
件
い
を
光
た
す
こ
こ
に
な
る
。
こ
の
士
フ
な
修
正
絞
の
実
行
行
品
会
長
ハ
司

に
行
、
っ
こ
こ
、
換
一
J

す
れ
ば
、
各
人
が
実
行
行
為
を
品
川
氾
ず
る
こ
、
と
で
、
共
同
－
汁
犯
の
止
犯
性
が
行
記
？
れ
る
n

ま
工
、
実
行
行
品
会

共
同
し
と
rり
つ
「
と
が
、
共
け
正
犯
の
全
部
貝
任
J
U
収
畑
つ
行
る
の
で
丸
る
r

な
お
、
直
I
M千主
412内
T
L
も、

C
1し
こ
小
野
内
士
の
は

問
引
古
支
持
し
ご
口
ね
ら
れ
る
し
刈
政
博
じ
し
に
よ
、
れ
ば
、
一
庁
犯
と
は
、
犯
山
子
宮
長
／
什
ず
る
者
す
な
わ
ち
基
本
的
情
成
要
件
該
巾
1
主
夫

Jr実

や
は
わ

ι犯
で
あ
ノ
ψ

一
と
し
て
、
共
同

ι先
cι
犯
住
吉
、
情
成
双
山
十
f
d当
事
実
の
共
同
実
一
九
に
求
め
て

亡、
1

共
同
実
行
と
い
え
る
た
め
に
は
、
、
土
倒
的
、
ロ
宍
川
実
行
の
烹
忠
と
山
岳
倒
的
な
共
同
実
行
の
事
実
と
が
必
山
ぎ
に
あ
る
」
と

2 

＝f
レ

Ir－
－
尚
一
昨
士
の
見
解
乙
と
り
徹
民
し
た
も
の
川
町
、
十
八
採
仁
芳
i
の
肌
併
で
為
る

J

大
143浮
i
に
よ
れ
ば
、
「
共
同
一
い
犯
の

構
成
μ
7
件
H

は
、
行
為
の
工
叫
が

人
以
！
の
主
で
あ
る
点
三
、
い
且
銃
犯
の
構
成
要
川
け
な
修
正
し
た
も
の
で
あ
ゐ
け
小
、
文
行
行
為
の
向
上
〕

と
は
、
J
V
4
人
的
に
は
、
持
品
、
4
的
構
成
足
件
の
性
格
な
保
持
じ
て
！
ぜ
る
と
い

γれ
は

比
同
一
J
犯
が
惜
成
安
件
の
修
一
J
4
V
4人

と
あ
る
と
す
J

る

方
、
修
正
さ
れ
f
構
成
以
件
い
か
ら
浮
か
れ
る
実
行
し
為
は
、
基
本
的
構
戒
要
件
の
実
現
に
川
け
b
れ
る
べ
き
L

九
一
を
明

ι
さ
れ

214
の
で
あ
る
つ

大
尽
惇
上
は

「

μ
い
l
t～
山
川
J
」
み
」
m

i
l
i－
－

f
 
二
人
以
！
の
石
川

J

行
為
が
共

共
バ
止
犯
の
K
U
い
引
け
へ
机
ん
に
つ
い
に

主

同
一
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
量
川
氏
で
あ
る
と
乙
も
は
、
各
ノ
七
持
者
心
吉
正
一
り
あ
る
こ
こ
と
あ
り
、
主
～
、
長
山
日
比
叡
は
か
ら
は
、

そ
’
れ
ら
の
者
に
よ
る
共
日
実
行
行
品
か
川
、

和
互
川
川
に
利
一
川
市
e

補
充
L
台
う
依
存
協
力
対
係
の
ふ
F
、
に
ふ
一
け
犯
持
を
若
U
U
L
、

中
什
（
危
険

J

ハ
ヤ
」
ヨ
じ
さ
せ
た
一
一
と
で
丸
る

と
さ
れ
る
u

d

J

な
わ
ち
、
弐
向
的

P

長
行
行
μ

坊の

犬
同

と
I.' 子、

おい
h
一
川
い
川
円
相
究
段
係
で

そ
し

ご〉

じ



許
可
為
者
↓
が
客
観
的
に
影
響
ヨ
一
及
ぼ
し
合
う
だ
け
で
な
く
、
ギ
説
的
？
な
汗
為
態
依
止
に
共
同
的
？
な
、
も
の
で
な
け
れ
ば
h
d

つ
ず
、
共

汁
宰
ノ
’
れ
の
意
思
が
必
要
と
な
る
つ

か
よ
ミ
に
し
て
、
「
各
行
為
者
心
行
う
実
行
f
t
h叫
に
は
、

J

、一一、

J

一
！
uwvfii

ま
す
八
は
ヘ
ヱ
什
仲
乙
し
て
、
あ
る
犯
掃
を
ア
、
山
叫
す
る
現

実
的
危
険
性
が
今
日
ま
孔
て
い
る
、
｝
乙
を
民
L
」
、
三
一
人
以
ト
の
者
の
い

H
L

ハ
月
日
行
為
が
、
N
h
h
i
に
仙
の
い
宍
耳
布
の
行
為
を
列
川
L
A円
ぺ

始
光
）
ζ
f
h
つ
持
「
刊
に
お
い
て
、
全
体
と

L
7、
刑
法
的
評
慨
を
受
け
る
庁
に
、
日
ハ
同
止
犯
の
特
缶
が
」
あ
り
、
ー
共
同
止
犯
の
構
成
要
件

は
、
単
独
日
犯
の
一
人
の
行
局
者
に
対
ず
る
基
本
的
同
点
空
汁
を
、
二
人
以
】
一
の
告
の
立
川
内
心
行
為
に
よ
る
も
の
と
し
て
の
修
刊
を
袋

む
で
み
の
る

o
rな
わ
ら
、
各
民
い
す
者
の
行
為
干
れ

U
凡
泌
が
、
他
の
す
…
…
urレ
討
の
行
為
こ
大
将
じ
て
は
さ
れ
る
た
め
、
こ
可
し
と

ラ
ゐ共

わ
為
の
性
格
ynM
、
廿
市
本
的
一
所
成
虫
件
か
ら
専
か
れ
た
実
打
わ
片
付
と
同
説
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
心
一
川
主
性
の
根
仰
は
、
実
行
わ

ら
を
実
笠
的
に
坪
慨
す
る
こ
と
で
、
犯
罪
実
玩
れ
い
り
玩
定
的
危
険
性
ど
訂
「
る
点
に
い
水
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

~＇ 
そ
の
ほ
か
、
共
同
一
犯
の
王
犯
行
を
実
行
行
為
、
り
共
同
と
併
し
え
上
で
、

1

一
部
実
行
a

八
エ
報
支
い
の
原
則
止
ゼ
相

η
判
明
補

充
関
係
か
ら
導
く
見
解
い
わ

d

あ
る
列
え
は
、
犬
山
ハ
リ
ム
34干
i
は、

irf刊
行
rJA共
川
内
心
事
宇
、
（
共
同
加
功
の
手
五
）

と
は
、

2
人
以
上
の

さ
が
か
什
自
の
÷
～
行
行
む
を
共
同
、
）
仁
犯
罪
を
石
現
す
る

F

一
と
乞
い

同

十七

L
う
の
は
、
共
同
ノ
ニ
士
以
が
如
刊
す
に
他
人

の
宝
ん
行
行
為
を
引
出
川
、
ν
補
完
ノ
ム
円
っ
J
L
m
化
押
し
γ
＼
た
行
十
る
こ
と
を
百
味

rる（
一
戸
空
行
為
以
外
の
行
為
町
民
同

J

て
行
つ
亡
す
弘
、
実
行

日
吋
可
亡
し
問
山
主

ι之げ
い

2
f」

「
l
i

－
－
〈

f
－
ー
ト

i

j

l

* 
同
有
各
日
l立
構
吊E
出
：きて

~， 

！？ミ
：克

~ll 
4デ
的

保ド央
官j
γ 

右
る

お
<j: 

τh 

'if 

t引＇： rl' j乙心構J孟

ま
た
、
仏
久
判
傍
救
将
は
、
「
共
河
よ
デ
打
心
事
実
と
目
、

を
分
間
三
す
る
こ
と
が
必
吹
と
あ
る
」
と

人
以
上
心
者
が
共
可
ー
）

亡
犯
却
の
中
大
ノ
イ
行
為
J

～
に
お
こ
な
う
ご
と
を
い
う
」
と
し
、
－
F
ハ
バ
止
犯
に
お
け
る
百
六
行
／
A
H
為
↑
ど
は
、
各
人
心
行
為
や
分
断
し
亡
考
え
る

の
で
は
く
、
全
体
と

L
て、
J
W

」
該
犯
罪
を
実
現
ム
nJ
る
現
実
的
危
険
性
が
え
怖
さ
れ
に
こ
」
で
十
分
で
あ
っ
て
、
主
説
的
に
も
、
山
和
だ
に

也
の
た
何
者
刀
行
為
一
ゲ
↓
引
川
肘
端
光
し
ん
n
N
1
関
係
に
あ

J
J

全
体
一
叱
一
抗
じ
て
副
似
ず
べ
き
ー
丈
質
JK続
初
一
ぺ
υ
与
え
ら
、
れ
る

（阪人比羊 "' 1 "" c,7 c2川7s l 
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述
べ
て

J、
l附

る
」
ず
な
ね
ら
、

長
行
行
為
に
光
j
ず
る
共
謀
の
事
叫
ん
だ
け
で
は
、
寸 T 

プ三と
1→ 

？ ~ 
為
の
JL 

t乙」ρ 

d) 

り
マ工
7と

J{' 主
γJ 

、
一

斗

じやJ' 
る

7こ
)j、

Jコ
vι 

；；」人法学l河口誌）日［2iil'i.弓

し
か
ー
ヘ

明人（ノ十の
y

白
羽
子
前
の
問
日
行
為
が
問
訟
と
な
令
共
謀
共
対
日
犯
に
お
い
し
、

地
調
卜
の
難
一
一
円
即
日
v

宇
1

）

予
」
れ
ら
の
同
一
比
済
E
は、

実
行
行
持
心
夫
司
一
を
形
式
的
伝
意
味
で
注
解
す
る
な
ら
ば
、
主
ハ
試
払
い
ハ
日
主
犯
の
戸
川
坑
念
は
否
占
Jt
戸
一
さ
る
を
え
な
い
。
£
ご
と
も
、
い
十
喋
品
開

士
は
、
実
行
行
品
川
品
別
の
民
ド
コ
ノ
仁
ι刊
に
つ
↑
い
て
も
、

d

況
の
説
百
九
一
で
共
同
汗
刊
の
成
J
V
J

／
一
認
止
ょ
う
と
さ
れ
る
。
下
れ
は
、
ー
本
人

が
共
同
者
に
実
行
／
付
お
を
さ
せ
る
に
パ
い
、
自
分
の
む
う
よ
う
に
行
必
さ
せ
本
人
z
H
d
が
ヲ
ど
の
犯
罪
芙
現
の
主
体
と
な
こ
も
の
J
レ

え
る
よ
う
な
同
た
し
い
q

ま
に
、
大
ほ
時
士
J

泊
、
「
五
行
を
担
当
し
芯
い
共
謀
者
が
、
引
史
観
念
？
〕
、
実
行
初
当
者
に
対
し
て

圧
倒
的
な
似
越
的
地
位
に
り
ち
、
実
行
組
レ
J
hに
強
い
心
理
的
杓
京
を
L
J
え
こ
実
行
に
い
た
ら
ぜ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
日
目
的
観
点
か

実ら

行共

虐＇ ;f'.
干 11
請が
のみ
共る
同と

l~ \• 
セカ
メv ~. 

叫 w

IJう οJ

らで
るr・.. IJ, 

共
同

ι犯
を
認
め
Q

こ
J
が
で
き
る
一

と
し
て
、

泌
総
支
配
共
同
一
に
犯
を
根
拠
と
し
て

牒
本
英
雄
滞
士
は
、

－

i
い
に
他
人
予
問
削
し
怖
い
あ
っ
て
共
同
の
犯
r
J
烹
思

ま
之
、

ー
ピ
実
技
し
よ
う
と
お
司
る
場
ム
n

で
あ
れ
ば
、
実
行
炉
当
者
v
共
同
五
良
心
影
響
の
も
と
に
全
員
口
一
子
い
た
と
し
一
、
行
動
さ
止
に
白
川
亡
、

み
ず
か
っ
子
会
一
卜
「
一
一
！
と
が
な
く

J

し
も
実
行
担
当
支
と
共
同
し
亡
走
行
行
九
γ色、
ν
た
、
も
の
で
あ
る
〉
沿
べ
て
、

領
似
叫
に
、
仇
っ
て
共
謀
共
同
王
将
ん
と
汁
’
心
、

d

て
お
、
り
れ
る
い

い
し
れ
ゆ
る
刷
接
主
犯

1 

他
ト
ベ
人
ハ
合
片
付
上
は
、
こ
れ
り
の
？
死
一
昨
乙
異
な
h
、
「
共
同
－
什
犯
が

T
I
犯
」
こ
さ
れ
る
の
は
、
共
同
実
行
心
山
首
尽
の
も
／
戸
い
、

相
b
に
他
人
の
行
為
を
引
引
い
月
・
尚
紀
し
ん
円
ワ
て
犯
罪
を
｛
司
王
山
叫
す
る
、

τ）
に
あ
る
か
ら
、
犯
刊
討
を
共
珂
L
て
京
一
行
了

J

る
と
い
う
ム
門
主

き
、
松
互
に
池
人
の
ノ
仁
A
J
Vと
利
用
e

補
充
I
J
合
い
、
そ
り
結
果
、
ζ
L
て
犯
罪
を
実
羽
し
た
以
上
、
長
行
行
為
z
に
分
担
ず
る

へ
き
じ
で
よ
の
サ
ハ
U

Y
」
ム

c
h一
ιvo

ぬ
ム
口
で
あ
る
J
実
行
行
為
に
t

山
け
に
行
為
を
い
HK
日
す
る
場
八
ど
よ
め
る
と
を
問
わ
ず
、

γ
べ
て
一
正
犯
こ
す
一

そ
し
て
、
よ
わ
私
混
常
に
共
謀
共
同
疋
犯
を
芯
吟
る
べ
〈
、
匂
汀
川
町
r
k
m広
一
同
と
い
う
見
併
r
q
一
、
張
し
L
お
ら
れ
る
c

共



の
誌
は
解
は
、

い
ず
れ
3
0
、
主
行
行
為
に
犯
行
す
る
関
i
j
行
為
に
色
、
共
同
王
犯
の
戒
心
を
認
め
よ
ト
づ
こ
す
る
も
の
ご
あ
る
が
、

凶
ト
勝
利

ihI大
山
略
浮
上
7

川
町
税
制
さ
れ
る
ほ
J

、
げ
は
ハ
諜
没
防
…
三
共
犯
者
心
行
為
を
文
配
L
て
い
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
耐
強
正
犯
子
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
っ
し
、
あ
、
さ
に
共
同
花
犯
ぐ
し
て
構
成
7
r
る
必
要
性
廿
工
め
る
の
だ
ろ
う
か
」
ま
た
、
優
越
支
配
共
同
正
犯
説
に
汁
L
て

：
、
‘
ム

川

付

抗

日

V
J
r
」

一
規
範
的
額
引
か
ら
土
ハ
」
叶
実
ろ
も
が
あ
る
」
か
に
つ
い
て
間
待
な
っ
品
開
か
な
い
U

で
も
、

辺
論
f
心
開
通
点
残
さ
れ
て
い
る

U

さ
ら
に
、
口
紅
位
慌
の
弘
治
的
r
l
犯
説
に
ゐ
つ
亡
は
、
実
行
行
為
の
分
氾
が
は
く
て
も
、
一
共
同
支
行
の
白
山
田
、
の
も
と
に
、
！
4
Tパ
ー
に
他
人
一
の

行
誌
を
利
用
・
補
充
し
ん
口
二
、
mm罪
主
実
則
す
る
ご
と
一
で
、
は
ー
セ
実
行
の
ヲ
干
以
前
正
行
為
に
も
犬
同
正
犯
が
認
め
一
〕
る
の
か
伊
明

ら
か
で
な
く
、
当
行
η
対
日
正
犯

ιお
け
る
正
犯
売
の
坦
併
と
人
町
在
供
ト
ム
1
的
で
あ
る
か
と
い
う
旧
政
官
が
作
じ
る
で
お
？
っ
－

F

J

共
同
正
犯
の
実
体
J

ど
れ
為
支
配
と
併
す
る
見
解

つ
ぎ
に
、
一
止
犯
糾
れ
の
恨
撚
を
行
為
支
配
に
求
め
る
こ
と
で
、
宍

M
F
犯
に
つ
い
て
当
該
犯
人
の
行
為
支
配
と
い
う
湖
面
か
ら
犯
で

あ
る
と
い
よ
J
U
L
解
が
あ
る
J

ユ
こ
で
は
、
中
山
川
工
犯
と
共
通
す
る
行
為
支
配
」

ω
女
哀
ふ
口
、

の
特
殊
性
て
あ
る
「
兆

ヌ
行
・
令
部
支
任
の
原
則
」
J
U
説
明
さ
れ
て
い
る
c

ま
ず
、
橋
〈
ァ
正
時
教
校
は
、
行
為
一
之
叫
ん
耐
今
、
構
成
茨
件
目
論
ピ
依
拠
、
ご
～
制
限
的
一
L
L
犯
概
念
に
ー
ら
と
づ
く
と
し
た

l
で
、
「
d

犯
概
念
の
基
本
は
構
山
崎
要
件
に
ぷ
め
ら
れ
る

〆

ず
な
む
ち
一
、
行
為
主
一
附
ー
一
は

1

情
ぷ
裟
作
該
当
事
だ
の
J

F
人削
L

と
あ
り
、

t引＇： rl' j乙心構J孟

構
成
変
件
で
山
内
ゴ
市
ず
ー
ん
と
は
い
竹
ヨ
る
ん
件
続
的
事
正
で
は
な
く
、
構
成
要
件
一

rM川
を
一
受
け
る
対
象
で
あ
る
。
ー
）
た
が
っ
て
、
「
正
犯
辺
市
中
、

一り一

日
る
行
為
支
配
概
念
が
構
成
吹
件
訪
日
節
的
に
構
成
さ
れ
る
」
日
ら
ば
、

rl
犯
性
は
、
構
成
中
久
作
段
慌
の
山
川
辺
で
あ
り
、
干
の
結

止
犯
乙
は
、
同
作
成
市
久
件
芸
作
市
ず
だ
に
刻
す
る

「
行
為
支
配
」
を
向
ず
る
者
、
す
な
わ
ち
谷
川
の
構
成
変
位
い
に
該
当
「
る

来、こ

L
て、

手
象
を
芥
観
的
主
同
町
一
於
rL
税
制
1
る
者

ζ 

（阪人比羊 "' 1 "'" c,11 c2川7s l 
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一三

7μ
介
王
犯
概
念
で
は
、
共
同
主
犯
と
出
紅
一
十
犯
の
逗
い
は
、
単
ー
に
複
数
悶
J
J
4
7
↓
の
共
釣
と
い
ろ
現
象
刊
で
μ

じ
る
に
す
、
さ
な
い

橋
本
役
一
枚
に

「
重
苦
f
m
F
4
T、
の
お
八
刀
を
実
羽
す
る
た
め
の
寄
与
を
行
う
た
者
は
そ
れ
日
休

川一
b
何
事
象
の
ん
町
還
を
そ
の
手

J、
l附

に
が
コ
て
い
る
も
の
／
己
ζ

こ
こ
が
で
き
、
ご
む
よ
う
山
際
化
吃
を
来
に
し
た
有
に
行
為
ど
削

〆
了
）
て
、
ー
止
犯
件
予
訟
の
ら
れ
る
の
で

F

し
て
、
こ
の
絞
山
花
的
行
為
支
配
が
存
点
す
る
た
め
に
は
、

H
犯
と
し
て
の
宇
実
的
河
川
J

」
h
I
必
民
と
な
る
り
で
、

精
神

お
・
心
市
川
的
決
リ
う
は
、
そ
れ
斗
体
が
古
事
八
に
犯
罪
事
実
壮
一
形
成
－
ず
る
実
体
的
作
用
J
は
い
え
ば
い
t

－A
fか
ら
、
ド
宍
日

正
犯
の
符
殊
叫
で
あ
る
一
部
実
／
什
・
全
部
貝
任
の
以
剥
も
、
引
な
る
部

F

ム
六
／
げ
に
と
ど
宝
ら
ず
、
市
部
主
／
付
と
な
る
が
か
え
に
、

各
人
が
全
部
責
任
を
お
う
の
は
当
然
で
為
る
と
さ
れ
る

U

フ

さ
ら
へ
機
能
し
川
｛
れ
も
主
犯
を
一
味
川
す
る
見
慢
の
巾
で
も
、
れ
品
規
円
引
と
（
て
C
T
V
犯
自
に
J
J
F
H
ず
る
も
の
と
し
て
、
田
市
U
亮

介
助
殺
一
九
な
の
見
降
、
川

N7dvq
照
沼
助
教
技
は
、

共
同
l
犯
と
わ
扶
セ

ctハ
犯
を
市
に
」
コ
い
主
け
の
桜
皮
の
み
で
い
別
す
ア
一

f
J
5
1
λ
h
M流
刑

法
定
五
義
の
安
請
を
満
た
さ
ず
、
行
動
謝
花
の
内
実
た
る
処
罰
根
拠
心
構
造
の
ム
百
七
」
門
ど
が
聖
要
と
な
る
と
芯
べ
、
彼
の
い
う

行
為
規
範
の
見
地
、
日
ら

共
同
一
犯
の
？
い
机
位
台
説
明
し
て
い

す
な
わ
ち
、
澗
正
規
’
杷
の
不
出
詳
怖
と
「
行
為
統
制
」
、
ず
な
わ

ム
ワ
内
？
設
構
成
要
件
の
予
定
す
る
行
為
ギ
法
pf
充
足
L

す
る
二
と
に
求
め
る
た
め
、
「
？
グ
の
不
法
h
d
必
史
的
い
構
成
す
る

と
汚
姉
さ
れ
う
ゐ
J
M

の

J

乞
王
将
心
不
法
J

ず
る
c

百
戸
先
行
行
弘
匹

か
よ
ミ
に
し
て
、
「
各
閉
じ

d

者
の
隊
司
的
行
為
工
附
ば
、
み
の
J

川
－
刈
川
一
昨

j

門
に
お
け
る

ぷ
p

打
行
為
の
抗
供
”

い
か
》
ん
に
よ
っ
て
、

γ
ハ
告
、
の
い
品
百
t
い
ろ
ノ
事
象
怪
過
J
V
一f
－
L
I）
行
い
る
、
と
い
、
つ
白
に
よ
っ
て
悲
礎
付
け
ら
れ
る
」
と
？
。
の

そ
1

／
て
、
五
犯

t
L

亡
の
／
A
H
為
統
制
が
革
担
u
r
J
る
こ
こ
↑
f
L

、
ドハ川門

t
犯
の
能
υ
ぬ
は
出
拠
点
民
件
該
当
行
為
心
部
実
行
だ
け
に
制
限
、
刊
し
札
る
こ
こ
に
な
る
n

' 0 

つ
ぎ
に
、
こ
、
孔
ら
の
克
併
に
つ
い
ブ
に
均
一
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
根
本
数
長
－
d
u
F
L
鮮
は
、
／
れ
持
支
配
け
対
象
を
構
成
法
れ
設
中
i
事
実

と
λ
る
ト
バ
で
は
、
止
当
で
あ
る
じ
し
か
し
、
も
っ
ぱ
ら
機
能
釣
れ
為
支
配

一
九
工
部
実
行
令
全
部

〆
つ
つ
、
た

mrkmに
お
け
る

＇；；」人法学 l河口1)1)）刷［2iil'i.弓、



安
伴

J

ど
認
め
て
、
共
同
王
犯
J

r

、且
J

出

1
犯
と

m
w悦
す
る
二
と
は
で
き
な
い
c

な
ぜ
な
ら
ば
、
日
ハ
閃

f
犯
ー
の
行
為
主
配
は
、
あ
く

ま
で
も
仙
の
悶
り
か
刊
し
）
共
働
白
い
し
子
公
会
一
J
る
？
で
バ
ー
じ
る
快
詑
的
な
」
行
為
支
凶
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
υ

仕
る
ほ
ど
、
共
司

正
犯
の
修
正
さ
れ
七
構
成
変
刊
に
一
ツ
い
て
は
、

ん
部
叫
ん
行
が
認
め
つ
れ
る
こ
は
い
え
、

伝
統
的
な
「

全
部
氏
併
の
原
則

は
、
単
独
医
犯
の
構
成
交
作
〆
｝
対
比
し
て
論
じ
ら
孔
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
共
同
止
犯
は
丸
，
、
ま
で
一
郊
を
バ
ヌ
む
7
ご
、
に
こ
ど
ま

り
、
全
部
を
実
行
L
J

る
山
下
独
正
初
日
り
場
台
、
と
は
畏
は
る
古
A
l
つ
で
あ
る
。

ウ
亡
、
千
円
日
正
犯
が
一
令
部
実
／
什
・
全
部
貝
佳
一
で
あ
る
な
ら
一
は
、
？
ハ
（
〉
条
V
L
掛
川
明
し
な
く
J
J
b
、
共
同
川
正
犯
b
成

υ
L
N
1
る
の
で

は
な
炉
ろ
う
か
一
也
ぃ
々
、
構
成
法
汗
汀
収
叫
叶
雫
主
に
対
rJJG
同
法
的
な
川
同
守
が
あ
っ
た
混
合
に
も
、
名
目
別
心
情
成
建
件
か
｛
t
d
J
た
行
為
怒

ねtgι 

し
ば
し
ば
山
下

J

起
に
な
る
設
例
と
し
て
、

共
犯
者
心
一
む
が
銀
幻
円
以
の
反
抗
と
抑

必
ず
し
も
各
人
が
充
足
す
る

1r
は
保
ら
な
い

I土

総
ん
が
金
銀
吉
奪
取
す
る
と
い
う
銀
行
訟
盗
C
形
態
で
は
、
か
り
に
六
f
ノ
条

T
dく
と
も
、

六
条
に
よ
っ
て
た
だ
九
に
各

関
与
苦
心
情
ば
間
有
利
該
当
利
い
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
心
て
あ
？
っ
か

P

か
よ
う
に
し
て
、
前
と
の
行
為
支
配
説
で
は
、
刑
汗
い
典
、
か
央
犯

見
定
J
V一
設
け
た
さ
1
4
六
を
転
転
す
る
沿
そ
れ
い
？
？
G
q

1 

そ
れ
で
は
、
前
芸
の
い
う
仔
為
規
ノ
恥
に
羽
戸
ト
と
た
王
犯
性
か
、
口
、

共
同
今
ト
犯
が
成
J
V

寸
ノ
る
止
め
に
、
格
成
刷
工
作
的
行
為
心
不
法

実
現
に
必
川
女

h
Z叶
什
J

の
一
部
、
ず
な
わ
ち
、
犯
行
計
司
の

μ
の
「
実
行
行
為
に
，

E
わ
す
る
見
削
げ
は

2
う
ご
あ
う
「
J

か
c

こ
の
け
見
解
に

お
い
て
は
、

機
詩
的
行
為
ぇ
肘
か
ら
離
れ
て
五
行
行
為
古
川
断
寸
J

る
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
υ

ず
J

な
わ
ち
、

行
為
支
聞
の
ー
一

t引＇： rl' j乙心構J孟

容
を
実
行
ノ
十
九
の
概
念
に
求
め
な
が
ら
、
ぺ
刈
叫
に
、
機
花
的
行
為
文
附
の
判
断
基
ゆ
い
と

L
て
実
行
行
為
概
念
を
導
入
「
る
こ
こ
は
、

ト
i
f
口
、
ン
以
外
の

M
い
も
の
で
も
日
い
か
ら
で
あ
る
。

L
か
も
、
各
人
心
刊
間
以
へ
の
参
加
や
川
備
え
脱
出
に
お
円
る
犯
行
計
山
の
統
ん
丁
指
印
刷
川
と
子
フ
一
下
怖
一
向
日
除
い
て
心
議
守
l

は
、
一
不
法

形
成
透
科
で
わ
行
為
寄
ur
一
と
し
う
生
践
を
い
引
し
一
ぱ
レ
と

る
r

し
か
し
、
こ
う
し
た
子
情
段
指
の
河
内
ハ
J

に
」
り
杭
止
て
晴
氏
以
件

（阪人比羊 C7 l G l 61 c2川7s l 
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124山
山
安
心
長
現
げ
が
可
能
と
な
る
川
明
ム
nー
も
あ
り
う
る
c

そ
こ
で
は
、
実
行
段
階
で
必
史
と
な
る
川
部
分
的
な
寄
J
J
と
阿
川
料
、
予
備
段
階
で

関
与
し
た
こ
t
が
ん
法
の
成
否
に
か
か
わ
る
と
き
、

日
ハ
可
正
犯
ピ
お
け
る
悶
勺
形
態
を
実
行
攻
防
に
限
定
ず

rY
一
と
は
引
さ
れ
な
い
で

J、
l附

み
め
ろ
う
。

一一）ド
f
ツ
に
お
け
る
行
為
主
配
論

X
」「

L

、
f
イ

J

ノに

b
け
る
正
犯
性
の
通
説
的
見
解
は
、
行
為
よ
ス
町
議
に
依
拠
す
る
じ
そ
も
そ
も
、

日
約
九
h
r什
為
一
凶

行
為
支
配
前
は
、

の
ム
即
日
館
者
で
占
め
る
H
’
ヅ
コ
ル
ソ
工
ル
仁
よ
り

目
的
位
行
持
へ
酬
h
M
h
一
山
門
拾
に
派
川
ー
す
る
理
ヘ
干
し
し

し
か
し
、
収
容

ii 

け
門
的
的
行
為
市
立
沖
川
し
は
い
論
者
に
よ
っ
て
も
I
J～
は
さ
れ
て
い
る

」午与；
-'-'・' 
J 

ヴ
工
ル
ゾ
ゴ
ル
む
見
解
や
版
観
し
て
お
こ
弓

7
1
ル
リ
ノ
エ
ル
由
民

目
的
的
訂
為
論
の
は
川
地
か
ら
、
迫
I
K
司
何
心
ー
バ
象

か」、七観
L
Y

客
観
心
統
一
体
と
し
ν

、
心
’
勺
為
7
、
あ
る
と
f

た
J

す
で
の
上
で
、
彼
は
、
返
信
ー
な
行
為
態
様
そ
れ
白
体
げ
か
不
法
で
わ
る
と
「
ず
る

一時一

人
的
不
z山
本
欄
ど
採
憎
し
と
い
る

v
z
し
て
、

の
へ
ー
利
一
片
的
部
分
が
人
的
小
z佐
山
水
め
ら
れ
る
以
上
、

と
犯
（
り
哩
併
に
品
い
て
も

ま
さ
ぱ
く
不
法
な
人
刷
行
持
の
け
授
を
明
ら
カ
に
し
ー
ゴ
日
れ
ば
な
ら
な
し

す
な
わ
弘
、
「

械
成
長

if 
＇長

i)i;i当
、告と

ズ、

を
t:r 
囚

凶
記
事
象
の
い
い
的
的
に
芯
図
犬
、
れ
た
操
縦
じ
よ
っ
て
、

構
成
安
打
実
現
に
つ
い
て
の
支
配
乏
し
に
け
が
正
犯
v
苔
で
あ

、一
1
J
？

J
J
い
わ
的

的
統
制
力
が
は
け
約
的
行
為
又
似
の
門
w
げ
で
あ
る
ー
に
い
う

ま
0-

「
般
的
に

戸
れ
ほ
お
け
情
れ
山
崎
中
丸
刊
に
お
け
る
一
般
的
な
人
的
f

、
川
公
安

友
y
y

一vν
て

行
為
に
刈

F
る
日
的
的
又
一
川
は
ー
止
犯
性
に
属
す
司
令

と
1
L

て、

日
的
約
七
山
付
J

～
配
ぃ
一
そ
が
ー
止
犯
件
の
本
科
立
あ
る
、
」

ι

z
V｝
川
三
「

L
ト
日

と
ツ

内

i-J 
妹
－：；主 tγ

1/ -' 
あ ル
る ソ
正一L

j~ ）レ

セ戸
vJ ふ

る十ンれし
,, lo 

L
ー
ミ
か
つ
て

ιハ
司
主
犯
は
、
川
札

的
行
局
を
冶
じ
ー
一
片
付
為
支
配
が
複
数
人
け
も
と
で
宍
J

りし

コ
｝

7
L
力点、ー

外
見
一
市
独
止
犯
J
E
つ
は
る
／
れ
は
持
主
配
に
よ
っ
て
正
犯
性
か
認
め
ら
れ
る
の

; ；；」人法学l河口62) 62 [2iil'i.弓、



は、

1

共
同
王
犯
が
分
（
犬
の
応
坪
に
基
づ
し
て
お
り
、
作
共
同
正
犯
者
は
、

犯
芥
合
一
体
ヘ
ム
向
完
す
ノ
る

白
一
の
行
為
分
担
に
よ
っ
て
与
の
他
の
芦
の
行
為
分
間
刊
を

二
J
、
で
、
日
ら
犯
む
全
体
に
つ
い
て
の
円
的
的
行
品
支
配
ゃ
ー
も
つ
か
ら
と
あ
る
t
さ
れ
る
わ

つ,, 

他ト刀、

U
犯
件
を
司
門
的
的
j

Aー
支
配
に
ぶ
め
る
す
ヱ
ル
ツ
ヱ
一
ル
に
対
1

〆て、

M

V

I

－
－
ス
立
、

1
H
K
守
γ

土
日
U
E
、，uzft
…
h
h
u
ν
J

ヌ
f
e

咽花
F
十
ド
リ
ぶ

x
d
j
f
d
d
p
t
F
7片
付

1

1

v

つ
、
実
行
行
為
を
／
l
U
N
7
将
か
rt
犯
者
で
あ
る
」

γ
コ。
L

う
は
わ
ち
、
一
夜
犯
者
に
ふ
っ
て
利
則
さ
れ
る
子
没
は
、
リ
犯
者
円
一
門
円
か
ら
U
ドム

亡
、
ゴ
ら
の
仕
業
J
し
て
構
成
法
件
設
ψ

結
果
の
八
ル
バ
ー
さ
せ
る
も
の
乙
し
て
、
J

の
限
度
に
お
い

「
行
為
の
え
配
者
』
、
」

称
す
る
の
に
転
忘
し
い
も
の
で
な
灯
、
れ
ば
な
ら
な
い
〈
換
一
じ
ず
ー
れ
は
、
行
成
宮
件
該
当
行
為
と
す
て
れ
に
基
づ
く
ー
止
犯
叶
は
、
評
倒
的
存

～
双
方
法
な
い
し
が
当
深
の
忠
ぃ
4
4
v
ι

週
か
ー
れ
た
考
察
ぃ
刀
法
に
よ
っ
て
の
み

中

k
r什
行
為
の
内
容
は
、
ま
さ
し
く
判
的

的
忠
弓
に
よ
っ
て
許
約
的
に
長
え
ら
れ
る
の
で
め
る

こ
の
よ
う
な
王
犯
絞
与
所
、
川
判
宛
と
し
て
、

ら
れ
る
告
し
で
町
一
り
、

共
同
日
行
片
付
決
な
に
基
づ
い
て
わ
為
支
配
む
れ
慌
に
加
忙
し
た
と
み

他
人
心
行
為
支
配
を
促
進
す
る
だ
け
の
若
て
あ
る
」
と
い
う
ι

ま
た
、

一注ハ同一

ι犯
yf
は、

共
犯
と
は
、

国
間
取
が
川
洲
一
戸
一
け
で
は
何
者
を

区
別
て
き
た
い
%
台
に
も
、
「
拝
観
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
、
か
つ
、
行
為
に
よ
り
存
続
的
二
形
成
さ
れ
て
政
主
に
打
川
市
「
る
」
こ
と

G
一

に
t

払
っ
て
区
別
さ
れ
ゐ
以
上
の
と
と
か

i

円
一
、
許
制
的
考
察
方
法
を
通
7ν

て
、
「
汗
為
支

ユ
ザ
」
内
存
と
ず
る
行
為
者
の
「
書
店
の
実
現

配
に
参
加
す
る
集
凶
的
手
行
の
構
或
副
作
？
な
る
が
ゆ
え
に
、

作
ハ
川
実
行
と
や
知
催
と
み
ら
れ
る
関
与
」
行
為
が
あ
れ
ば
、
王
犯
性
が

己
口
｛
ん
さ
、
れ
る
℃
一
に

t引＇： rl' j乙心構J孟

主苫

山
山
山
w
i
H
J

、

｛
，
 
ガ
｝
ワ
ス
と
司
じ
く
制
限
的
五
犯
机
念
か
ぺ

J

円
安
1

）
た
が
、
日
的
的
行
為
市
を
採
応
寸
る
こ
y
し
な
く
行
為
ぷ
肘
論
守
口
γ
採
用

ム

ιJ
司
令
？
内
心
エ
し
て
、

仁
・
口
ク
シ
ン
の
た
解
h
y
h了
け
ら
れ
よ
ミ

U

ロ
ク
シ
ン
に
子
れ
ば
、
ー
共
同
止
犯
は
、
久
人
ぷ
他
者
に
い
ん
t

又

体

事
象
を
支
配

γ
｝
白
白
に
独
行
性
小
あ
る

U

こ
の
こ
と
は
、
共
同
リ
犯
者
が
山
一
独
で
は
全
体
的
な
行
為
支
配
を
も
に
な
ρ
ド、
e

：こ
h
L

川
ー
ら
が
宍
M

刊
で
行
為
す
る
場
合
に
の
み
、

犯
／
什
九
十
月
作
り
注
命
古
学
説
し
と
い
る

心
完
全
な
ょ
っ
J

舵
は
打
向
ー
止
犯
者
ら
の
で
J

中
に
忘
れ
＼

（阪人比羊 "' 1 c:n <>:i c2川7s l 



r児

と
品
川
え
る
c

彼
の
見
解
で
は
、
悶
片
J
F
は
佐
々
の
た
叶
う
を
撚
凶
す
る
と
き
計
刈
全
体
が
失
敗
に
終
わ
る
と
い
た
l
t

一
三
、
犯
行
全
体
主
学

射
し
て
い
る
た
め
、
ま
さ
し
く
共
犯
札
象
の
F
レ
人
物
L

で
あ
る
レ
二
計
価
で
き
る
υ

て
L
て
、
引
で
か
似

1

現
象
の
ヂ
心
人
物
こ
し
て

J、
l附

機
能
的
な
prい
刊
吋
支
配
を
忍
ぼ
ー

J

て
い
た
い

ぐ
か
弘
J

、
彼
に
正
犯
性
が
引
J
D
m
り
ら
れ
る
の

さ
て
、
こ
れ
ら
の
丸
山
川
は
J

ず
れ
も
、

t
t
犯
作
日
本
即
日
z
ぜ
行
為
支
配
に
ぷ
め
、
共
同
止
犯
を
単
船
主
犯
乙
本
質
的
に
同
門
ノ
で
あ
る
「

4
L
V」
明
ら
ひ
に
し
～
白
で
は
、
r
i
h

で
あ
る
。
）

hrL
、
ヴ
コ
ル
ツ
L

ル
は
、
J
h
d

コ
ば
ら
共
同
的
訟
行
ぬ
け
刊
か
巴
／
｝
い
う
、
制
仇
い
町
民
京
に

行
持
支
配
心
均
一
公
主
去
、
ね
ー
一
、
占
J

で
、
大
河
疋
犯
の
成
立
此
引
当
乞
広
け
す
ぎ
る
お

τ
れ
口
あ
ξ
〈
同
様
に
し
亡
、

命
刀
↑
ノ
ス
の
見
解
も
、
実

行
一
行
為
の
内
容
主
後
対
す
る
際

を
童
相
山
！
？
、
点
で
削
仙
一
的
話
術
β

混
入
FJ
る
な
ら
ば

行
持
者
E
E

ヴ
ー
ル

y
L
ル
に
対
FJ
る

叶
%
台
と
同
様
mv
批
判
が
一
ぷ
当
す
る
亡
セ
一
ろ
う
へ
か
よ
う
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
ヰ
観
的
事
象
に
ま
P
J
F
る
行
為
十
ん
ど
を
重
視
し
た
口
ケ

、
ン
ノ
C
U
川
貯
が
、
一
正
当
己
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い

L
か
L
、
ド
ヲ
で
L

一μ
及
L
tよ
う
に
、
子
宮
段
南
の
院
j
J
行
為
に
上
へ
ノ
て
b存

制
約
h
b
市
中
他
棋
を
左
有
し
う
る
と
す
れ
ば
、
機
能
的
行
為
正
副
な
実
行
段
慌
の
共
働
に
の
み
限
定
し
て
、
子
fF段
出
に
お
け
る
犬
飼
主
再

主

rJる
能
川
肢
は
、
川
内
一
首
ト
主
将
て
き
た
い
で
あ
ろ
う
「

こ店

章

共
同
J
H
犯
の
権
乏
を
め
ぐ
る
考
察

以
l
、
主
要
な
学
説
を
概
純
L
て
き
た
が
、
日
ハ
同
正
犯
の
情
造
は
こ
の
よ
う
に
U

服
さ
れ
る
、
台
で
あ
ろ
う
か

J

ま
ず
、
共
同
U

犯
の
「
五
犯
判
」
に
つ
い
て
、
対
来
的
共
犯
論
に
も
と
っ
く
兄
桝
は
、
彼
ら
の
い
う
本
来
的
共
犯
で
あ
Q
Uヘ
バ
正
犯
と

1
i
小
平
的

正
犯
E

に
あ
た
る
的
長
止
犯
を
1
J
P

別
で
き
な
い
以
仁
、
到
底
斗
ふ
る
こ
と
は
で
き
日
い
u

ま
と
、
い
九
月
旦
ぶ
王
体
誌
は
、
日
い
体
去
作
い
か

前
長
／
一
ず
る
円
に
加
え
て
、
行
品
体
と
川
副
主
体
を
分
離
し
な
円
れ
ば
、

持
上
六
犯
者
の
明
一
リ
叫
心
部
μ

に
f
n

心
じ
た
ω万
責
1
1
断
も
て
き
な
い

山
一
で
は
、
牛
へ
巾
」
で
お
る
〈
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
は
せ
た
川
門
医
犯
だ
日
が
也
の
校
義
の
弐
犯
よ
い
り

E
い
町
山
平
責
汗
Jur
色
町
、
つ
か
の

＇；；」人法学 l河口出） 64 [2iil'i.弓、



別
け
て

ιを
子
げ
て
い
な
い
に
、
〕
た
が
っ
て
、

共
同
一
よ
犯
の
ト
ヘ
T
Hな
め
♂
つ
て
は
、

一
行
い
ろ
、
五
日
的
1
6
r
h
犯
に
あ
た
る
と
、
〕
ど
上
で
、
共

汁
正
犯
の
構
造
、
ョ
考
え
る
へ
き
で
あ
る

そ
も
そ
も
、
共
同
』
犯
は
、
判
ら
か
の
片
山
山
町
で
共
同
L
て
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
汁
れ
は
仕
ら
な
い
。
ま
ん
い
一
、
各
関
心

d

討
が

y
心
犯
p

打

に
凶
功
し
丈
か
を
判
阿
ム
0
2

る
た
め
に
は
、

宍
月
五
行
刀
意
思
刀
前
持
条
件
と
な
る
。

γ
日
わ
ち
、

仕
八
日
日
計
九
「
一
ら
の
置
か
れ
た
F

七
待
状

止
に
も
、
共
同
長
行
の
山
品
川
出
乙
I
J
て
、
ム
コ
分
心
一
行
持
の
意
味
を
詐
倣
で
き
る
世
相
皮
ま
で
共
体
化
、
予
れ
に
一
行
片
付
仁

同
一
が
ト
仔
立
し
な
円
、
札
ば
な
ら
な
レ
。
九
体
的
に
は

、
当
寸
は
湾
h

十
一
者
が
加
功
L
L
犯
罪
行
為
と
は
何
で
丸
山
る
か

～
干
の
町
村

パ
ナ
一
行
為
の
も

池
一
い
を
、

民
h
7者
刊
N

V

」
の
よ
う
に
訟
殺
し
当
る
か
、
ん
、
別
主
し
た
犯
／
什

π
刊
の
内
玄
と
ヘ
う
る
〈
、
」
れ
ら
の

安
作
心
い
ず
れ
か
が
欠
け
る
と
ら
ば
、

山114山
間
同
ソ
者
は
犯
訂
計
似
の
中
で
仁
一
ハ
ん
の
行
為
が
と
の
よ
う
な
か
一
山
山
町
宮
も
つ
か
ど
刊
針
で
き
な

い
た
め
、
結
局
、
各
人
の
孤
立
1
f
h’打為がた引一一
i

ず
る
だ
行
で
み
り
、

共
同
行
為
し
」
は
み
ら
れ
な
い

フ

V
よ
う
な
共
同
定
行
り
立
巴
に
も
2
づ
い
て
、
々
合
同
μ
丁
告
は
ど
の
よ
う
九
弘
行
為
を
ず
る
べ
き
て
あ
F

？
っ
か
。
こ
の
点
、
乞
め
ぐ
っ

亡
、
共
同
？
犯
の
い
%
賀
を
共
同
的
実
行
山
求
め
る
見
熔
だ
け
で
L
U
く

医
果
的
共
犯
品
に
も
と
づ
く
い
礼
解
に
あ
っ
て
も

実
行
行
為
に

持
ず
る
事
実
J

争一人守め
1
7
1

共
同
主
犯
の
実
行
行
為
性
を
般
討
の
対
象
と
、
〕
て
い
る
一

そ
の
際
、
本
は
、
実
行
行
為
の
内
容
を
、
構
成
長

伝
1

0／

y

f
一凶、

現
一
史
的
危
険
性
J
U
K
H
ハ備｝

J

た
行
為
と
み
る
一
方
、

そ
こ
で
い
う
現
石
間
危
険
性
年
、
計
百

J

、
配
判
断
に
一
弘

に
必
長
な
実
質
ド
犯
人
の
行
為
に
備
わ
っ
た
戸
一
〆
」
に
ぷ
め
て
い

J

」
ヲ
な
わ
ち
、

悶
I
J
C
為
の
実

pfイ
い
為
件
は
、

各
々
の
行
為
が
情
ぷ
裂

t引＇： rl' j乙心構J孟

件
以
引
結
果
の
現
パ
主
的
危
険
性
合
右

γ
る
場
合
に
の
み
訟
の
、

J

れ
る

池
ト
々
、
実
行
段
悩
に
お
円
る
共
働
で
は
、
共
同
一
五
行
の
意
思
ピ
も
乙
ゴ
い
て
、
各
間
一
LT者
が
ー
」
ら
の
同
か
れ
ー
～
行
為
状
況
を
均
断
す

る
こ
乙
に
な
る
が
、
こ
の
行
為
状
況
に
は
、
他
の
共
犯
者
が
〆
の
よ
う
に
行
為
す
る
か
」

Y
つ河川谷
J
h
今
日
し
で
い
る

U

そ
の
庶
昧
で
、

ふ
け
J

J

J
、ノ

T
J
d
h
d
》
品
、

よ
去
を
コ
刺
刊
U
い
U
A↑
サ
ふ
；

当
該
パ
パ
何
者
に
と
二
よ
w
河
川
観
的
な
行
持
状
泌
に
ゲ
ぎ
な
い
c

し
ん
ぺ
υ

つ
に
、

斗
ハ
犯
v刊
の
行
為
げ
か
実
際
に
ノ
汀
わ
れ

（阪人比羊 C7 l GS! 6に c2川7s l 
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と
か
と
ろ
か
は
、

用
な
る
行
為
状
沈
》
し
て
、

な
す
な
ら
ば
、
々
什
悶
［
7
1

そ
の
蓄
の
共
犯
行
為
の
評
価
そ
れ
白
体
に
は
影
響
〕
な
い
一

は
、
す
と
に
十
円
河
パ
ー
た
行
の
む
出
合
也
と
て

位
潤
ド
そ
れ
ぞ
れ
の
お
為
仁
も
お
り
出
担
す
る
こ
1

）
を
が
掠
こ
ー
に
共
犯
関
係
に
人
コ
で
い

J、
l附

る
か
ら
と
あ
る
ロ

' 0 

以
i
η
戸
、
と
古
ら
、
実
行
1

日
開
ピ
お
け
る
共
犯
者
向
の
い
い
八
帥
慨
が
、

共
同
実
行
の
い
同
容
の
同

部
長
行
の
分
氾

C
足
り
る
け
は
、

と
、
叶
川
内
心
開
川
hyを
問
先
一
し
つ
つ
、

ゴ
ら
一

υ
一
部
主
行
が
出
拠
点
山
町
件
1
u当
紀
中
本
発
刊
の
現
実
的
危
険
性
を
も
コ
こ
認
必
ら
れ
る
か
ら

で
↓
ぬ
る
（
例
え
ば
、

形
式
’
む
に
は
時
成
長
件
に
該
当
し
な
レ
見
張
打
行
為
に
つ
レ
て
も
、

こ
う
し
？
に
け
ん
張
り
が
な
け
れ
ば
、
的
日
心
十
ハ
州
叫

省
が
実
行
行
為
に
中
山
は
い
司
と
レ
う
民
需
に
た
る
な
ら
ば
、

犯
行
計
山
一
も
見
張
り
を
刷
出
ー
と
し
た
／
什
持
伏
刈
が
有
pt
ず
る
た
仏
心
、

同心張
h
行
為
L

は
、
実
行
行
ら
の
ハ
U
V
N
t
が
お
う
七
と
し
て
、
全
戸
（
に
け
ハ
門
川
U
犯
が
以
f

げ
一
し
う
る
の
で
あ
る
…

ま才ミ

子
山
一
市
段
滑
に
お
け
る
共
働
に
川
し
と
も
、

こ
の
般
の
共
同

ι犯
を
詰
め
る
こ
と
が
て
き
ょ
う
ー

例
え
ば
、

銀
行
強
盗

、
り
陽
介
に
し
ば
し
ば
必
市
民
と
ん
』
る
防
犯
災
躍
の
解
除
と
い
三
ド
仮
段
階
の
出
目
刊
行
為
て
は
、
犯
行
計
凶
L
し
を
L

W

っ
し
ん
一
解
除
問
川
置
を
必

安
条
件
2
す
る
行
為
状
必
が
あ
る
な
ら
ば
、

1
5
Lく
防
犯
投
下
止
の
解
除
に
よ
っ
一
＼
強
権
界
の
実
行
行
為
が
？
？
心
さ
れ
る
か
、
り
C
あ

る
乙
ま
た
、

zlし
子
一
子
川
附
段
階
の
出
犯
は
、
強
盗
却
に
お
円
る
羽
交
的
危
険
性
少
一
門
え
し
て
い

」
の
よ
う
ん
d

予
備
段
階
の
班

功
は
、
犬
同
尖
行
の

5
Uが
伝
い
悶
い
つ
者
九
ょ
う
て
も
行
し
う
る
し
r
い
え
な
く
も
な
い

、
〕
か
市
三
代
院
中
メ
の
場
止
に
は
、
か
初
心
犬
犯

む
缶
詰
、
な
る
者
が
子
備
段
階
ミ
出
担
L
た

τ
で、

設
初
の
共
同
実
行
の
車
内
〕
乙
は
異
な
る
行
為
状
況
が
作
品
さ
れ
て
お
打
、
そ
の
制
凶
凶

己
、
も
は
や
第
一
心
共
可
申
ん
ト
ぃ
何
品
目
、
一
に
も
と
コ
ノ
、
強
浜
心
土
ア
／
打
は
な
か
》
た
の
ず
あ
る

J

か
で
そ
／
に

L
て
、
予
備
投
陪
の
共
鳴
に

品
っ
て
J

川
、
事
刑
判
断
に
よ
り
当
該
結
果
の
一
発
生
に
と

J

て
必
妥
、
と
川
断
さ
れ
る
下
町
民
を
け
汁
怖
「
司
令
、
で
」
が
い
中
小
め
ら
れ
て
い
る

U

~t 
L‘ 'u 
共
謀
ぃ
六
日
正
犯
に
（
J

U

て
は
、

川
口
人
泣
ス

J

ニド｛

ど
う
で
あ
ろ
～

7
か。い

H
L

ハ
刊
判
決
陪
で
ど
内
行
／
れ
為
性
が
認
め
ら
れ
｝
白
か
ど
う
か
は
、

に
均
一
〆
什
さ
、
れ
る
宍
犯
朽
の
一
行
為
士
山
札
ど
す
る
方
、
そ
の
吟
へ
の
実
行
r什
為
の
前
ぃ
九
条
件
と
な
る
、
一
と
を
淫
じ
て
、
そ
の
結
来
光
牛
に
必

、11
ii見
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安
と
3
h
姉
叉
れ
ゐ
げ
た
け
の
一
〕
＝
人
民
、
的
内
4a
廿
が
共
謀
の
市
に
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い
一

例
え
ば
、

犯
行
の

i
貯
馬
場
一
向
日
注
目

2
Fる
な
と
、
今
世

関
与
者
の
わ
持
慾
一
一
一
歩
、
決
定
v
J
、
犯
罪
幻
htiν
を
確
五
f

い
す
る
止
け
の
H
九
件
的
判
容
が
共
謀
に
合
ま
れ
て
初
め
て
、

共
謀
に
お
け
る
実

じ
行
為
什
が
A

｛
忘
さ
れ
る
の
三
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

日刊
M

町
民
叶
氾
21、

i
l
i
－

－
d

－
1
1
1
 

日
ヘ
同
長
じ
の
主
判
】
が
け
ハ
叩
怖
心
過
程
を
通
℃
て
牛
式
手
、
れ
る

こ
う
、

L
t
k
u
 

宍
誌
を
調
始
L
1
一
時
一
円
で
は
、

た
訳
、
J

弁
終
が
バ
ヌ
む
行
ぬ
れ
か
絞
ん
わ

ま
だ
い
計
九
主
行
の
意
誌
は
存
在
し
て
、
な
い
。
じ
よ
μ
L
、

ず
る
に
円
心
状
墜
に
は
つ
？
J
Z
L

ネ
一
の
た
咋
的
内
容
な
比
ハ
誌
の
参
加
者
が
諒
一
前
「
る
こ
こ
に
よ
ノ
て

共
同
長
行
の
忠
也
も
存
在
し

ん
～
h

｝
こ

FL
小
川
直
マ
匂

c

J

F

〈
ハ
ン

f

、、

1
7
f）
一

た
誠
元
川
川
ー
は
犯
に
お
唱
C
も
、
共
同
実
行
の
志
冒
と
支
行
行
為
速
か
と
も
に
必
設
と
な
る
の

ご
う
し
行
見
解
に
対
［
て
は
、
恥
来
的
役
人
者
に
殺
人
を
依
朕
ず
る
と
h
v
h
つ
典
、
川
弘
前
な
教
的
恨
の
滋
台
に
も

こ
の
依
阪
が
椴
実
に
殺

人
を
実
行
大
引
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
L

も
、
殺
人
の
お
ぜ
ん
的
？
品
川
叫
浮
世
が
丸
h
、
於
唆
犯
し
一
共
謀
共
同
一
r犯
を
区
別
で
き
な
い
1
3
k

批
判
き

し
か
し

尖
行
行
為
の
小
い
慨
を
な
い
ヲ
玩
%
的
危
険
性
は

に
希
け
し
た
も
の
亡
往
く

打
ヤ
U
T
J
1
1
1

4
l
d
f
μ
 

中
に
結
果
発
バ
ー

附
の
卜
ご
計
八
日
実
つ
の
玄
um
心
を
介
し
て
術
以
要
科
該
当
日
軒
い
岸
本
が
九
ん
守
す
る
現
い
為
的
主
険
性
て
と
め
る
わ
す
伝
わ
ち
一
、
共
同
実
行
心
意
思
を

も
つ
杯
開
H
J
者
に
2
っ
て

犯
行
引
凶
山
よ
る
危
険
が
現
実
化
す
る
’
純
一
間
は
収
支
さ
れ
る
が
、
以
来
的
殺
人
事
に
殺
人
な
教
附
す
る
相
場

人
今
口
の
札
実
的
危
山
間
は
、
投
攻
主
で
一
山
る
依
ん
組
ズ
乙
職
業
附
殺
人
さ
の
削
で
川
け
つ
限
寸
一
さ
れ
て
し
な
い

v

行
為
は

犯
～
り
の
一
日
時
・
場
所
・
能
t
H
ね
な
t

／
に
つ
L
し
目
白
に

殺
人
の
弔
円
売
に
と
っ
て

つ
の
川
市
パ
機
に
す
す
k

ず
、
誠
一
貫
的
役
人
ア
J
H
M

選
択
し
う
る
か
ら
さ
あ
る
」
じ
か
し
、

か
れ
に
依
頼
者
が
殺
人
の
町
や
場
所
主
許
権
に
指
定
し
ず
九
U
V
M
m
k
y
u
し
て
、
職
業
的
殺
人
者
の

t引＇： rl' j乙心構J孟

実
行
行
為
を
H
、
体
的
に
規
定
し
た
と
内
ら
れ
る
場
台
、

依
頼
有
心
行
為
予
ん
し
臼
巾
者
r

戦
業
的
殺
人
者
）

r

背
後
に
い

の
犯
罪

実
現
に
に
つ
で
必
要
不
可
欠
ζ

な
っ
た
と
き
、
当
該
怠
険
り
現
実
化
が
定
の
範
出
内
に
限
定
3
れ
る
γ
め
、
も
は
や
中
は
る
救
般
に

と
ど
ま
ら
な
U

J
と
も
為
ろ
う
口
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r児

お
わ
り
に

J、
l附

以
l
、
共
同
d
犯
の
構
泣

ζ
L
て
は
、
共
同
%
行
心
意
思
に
ー
も
と
づ
き
＼
仙
の
共
犯
者
の
閑
う
わ
為
ケ
い
包
摂
し
た
容
凱
的
な
prい刊吋状

況
の
中
て
実
行
行
為
と
認
め
ら
札
る
、
」
と
、

』
：
フ
〉
、

］
ロ
】
／

J
b
r
J

共
同
的
支
r

わ
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
｝
こ
が
切
ら
治
に
な
っ
た
。
ま
土
、

共
同
汗
犯
に
エ
っ
て
問
先
一
一
ぽ
る
実
行
行
品
作
は
、
日
同
蓄
の
存
在
」
／
一
川
に
と

L
て
抗
め
て
円
’
記
さ
れ
る
口
で
、
叫
下
知
犯
人
の
実
行
れ

与
を
も
っ
て
川
法
典
各
却
に
民
定
夫
、
れ
に
荷
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど

J
G
間
絞
日
犯
の
場
ん
け
し
し
は
、

明ム

nに
聞
い
ハ
な
る
し
〈
レ

え
よ
う
。
干
の
丘
味
で
は
、
ま
さ
し
く
爪
法
典
六
（
）
条
か
「
宍
M
H
し
て
犯
罪
h
y
久
長
行
し
ん
一
者
は
、
〈
デ
十
、
庁
犯
と
L
U
J

る

と
玉
川
明
し
た

と
で
、

’件
m
m
v
犯
ω再
構
成
申
丸
什
古
修
一
什
す
る
過
程
を
通
じ
こ
、
持
ι

ペ
川
川
口
犯
に
ー
お
け
る
形
λ
的
な
実
行
行
為
心
共
同
が
川
能
と
な
る
mv
で

ょっ
戸、w ポ

ー
隔
て
は
、

共
同
ヰ
犯
を
め
ぐ
る
諸
問
践
を
取
れ
ト
げ
る
の
円
光
iv
って、

J

、

寸
J
占
J
P

共
同

r
犯
が
い
か
な
る
品
川
品
二
ヒ
っ
て
い
る
か

ーゲ」＃
74u
し
L
r
u

ふ
（
川
一
爪
M
F

、
共
犯
攻
象
い
md
選
比
す
る
時
系
列
二
沿
っ
て
於
斗
一
川
レ
ヒ
が
果
、
一
で
す
共
同
一
山
花
は
、

共
同
実
行
の
い
は
一
患
に
も

と
つ
い
て
、
他
の
共
犯
芸
の
関
与
仔
為
を
子
宏
、

J

？
に
行
為
状
一
次
の
間
で
、
刊
行
さ
れ
る
官
ア
ー
行
行
為
で
ぬ
る
一
と
、
「
な
ト
U

ら
、
犬
同
的
実

行
行
為
、
巾
’
！
内
定
今
、
な
お
ペ
ヅ

ご

v
J

〕

L

人
間
口
論
構
造
問
、

共
同
正
犯
が
ぷ

J
F
ゐ
際
に
は
妥
勺
一

F
，Q
P

：J
1
1
2
、

」／

か

共
同
正
犯
の
点
之
げ
を
妨
げ
一
け
る
吉
川
内
が
あ
る
ぐ
さ
、

例
え
ば
、

共
判
閑
係
か
ら
の
離
脱
や
進
法
性
川
出
却
事
け

り
れ
る
場
戸
ピ
ー
も

妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
〉
な
お
、
木
枯
で
行
い
ら
れ
た
共
犯
人
閣
を
採
山
川
ー
し
た
場
合
、
共
犯
者
潤
で
ど
の

F

で
つ
な
帰
討
を
ー
も
た
ら
す
か
7

似
合

け
町
一
丸
、
こ
れ
ら
の
間
程
に
つ
い
と
は
、
人
l
後
の
引
問
題

ζ
L
た
い
u

色
口
問
何
小

H
J
柑
一
一
以

土
ヰ
説
明
窓
口
掛
け

自以、ーらお山

ヘ、，

.... 

平
成
一
じ
主
ロ
ハ
犯
事
件
リ
割
合
は
み
i

人
が

1

ハ

J
%
な
心
に
対
、
米
つ
札
国
人
口
場
介
は
じ

ハW
C
L
r
鼓
幻
カ
ハ
犯
事
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九
γ

め
い
＼
そ
の
4
u
へりも
υ
十成

0
1
カ
「
J
羽
叩

J
K
－
r
て
し
一
勺
立
↑
｝
共
犯
の
人
数
一
心
っ
し
て
も
、

HTγ
へ
の
犯
行
て
は
一
人
心
円
高
台
ぷ

一一
ω
一
で
あ
旬
、
共
犯
宇
作
n
J
六
自
以
上
心
」
行
め
て
お
れ
、
少
人
民
に
よ
る
犯
仔
が
多
J
O
に
氏
、
て
、
辛
口
外
同
人
心
犯
仔
で
は
、

人
心
桜
介
バ
ニ
了
八
%
、
い
九
日
上
心
宅
介
が
一
一
－

c
v
d
f一
迂
っ
て

V
j、
多
人
数
乙
な
る
出
向
日
日
小
さ
れ
、
い
る
さ
ら
に
、
共
犯
事

刊
の
巾
て
一
八
七
九
%
を
占
止
る
い
民
人
仇
川
で
は
、
四
一
・
阿
古
川
川
1
小
一
犯
ノ
什
が
同
人
以
卜
の
斗
つ
に
、
合
ゐ
統
一
一
で
η
不
さ
わ
て
い
今
主
比
八
ハ

版
舎
町
J
U
声
一
じ
八
古
バ
）

F

一
っ
こ
斗
政
一
八
牛
攻
犯
弄
白
書
に
よ
る
乙
、
般
予
法
犯
の
共
犯
訟
は
、
胤
人
い
お
い
て
r
h

一
八
百
な
の
に
し
J
L
、
少
年
に
お
し
亡
は
一

五
一
代
%
と
M
1
4し

ヘ4
一
一
川
円
中
川
仏
絞
「
引
九
十
域
p

～
l
d
A

旬、、、

F
戎
七
年
で
は
、
刑
法
兄
弟
寄
ノ
ロ
ザ
八
一
口
小
円
売
桁
J
関
係
者
倍
数

t
、
同
七
内
々
の
戸
山
片
し
て
、
教
岐
者
は

ハ
判
ヘ
一
了
一
%
ス
従
犯
は
一
ー
八
百
一
一
e

u

豆
、

F

一
成
人
介
で
は
、
r
法
犯
誌
帯
有
罪
人
口
い
ハ
白
の
共
犯
史
民
一
行
総
欽
仁
、
主
一
ん

ち
に
汁

L
F
1
教
凌
者
は
二
伝
」
｛
け
一
二
古
f
、
従
犯
は
じ

U
仁
（
一
－
一
%
｝
、
r
v
U
九
年
で
は
、
刑
決
花
形
日
私
有
罪
人
民
中
の
よ
ノ
花

同
係
者
総
数
「
て
ん
山
下
に
出
し
て
、
救
股
y
k
h一
一
L
、
名
ハ
・
一
%
J
、

γ一
犯
は
ヘ
同
弘
一
一
（
・
二
%
、
、

V

山
氏
コ
年
て
は
引
法
犯
第

事
白
予
人
門
叶
内
の
日
、
犯
刊
ち
ん
M
V
守
必
数
人
ん
、
一
八
九
ケ
白
に
社
し
て
、
政
院
青
山
い
八
ハ
ザ
刊
で
ノ

w川
三
従
犯
は
一
叫
、
ノ
弘
一

j

u
川
一
で

お
る
な
お
、

T
成
午
版
幻
降
山
、
統
計
川
仕
九
日
変
わ
J
ず
い
う
よ
、
正
犯
内
百
円
割
ヘ
一
Hhfは
る
こ
、
一
は
出
来
な
い
か

e

宍
%
か
め
〈
る

山
川
川
小
W
L
同
時
戸
大
き
く
変
化
ー
に
と
は
刊
J
v
r
r
b
し
れ
ず
、
共
同
リ
犯
の
I

め
る
ぷ
亘
は
、
下
私
ー
も
、
依
た
乙
1
J
L
F
い
〆
レ
～
よ
ろ
い

工

U
J
当
制
典
之
「
共
謀
日
ハ
4
y
L犯
に
づ
い
：
l
F
4
h
t
先
ぺ
十
門
司
祝
賀
高
丈
生
上
市
街
一
市
l

一
一
ィ
ハ
ハ
丘
、
司
刑
山
総
論
ι

干

一同
H
、ι

、』

。

由
同
・
刷
掲
一
一
計
士
汚
l
脊
一
六
六
百
、
川
。
川
出
書
一
一
つ
、
一

当
H
e
，u
持
寸
日
十
円
稀
い
み
一
六
七
台
、

J
’
J
U
出
向
喜
一
一
川
耳

白い
F

・F

削
拘
わ
針
一
十
｛
将
f
v有
一
一
ハ
L

」
R

古川
m
－
y
u
掲市
l
川
口
十
円
持
｝
h
t

一一七
μ

苦
円
八
、
け
－

d
雨
量
司
一
一
八
一
旦
c

均一
H
e
れ
拘
省
内
亡
で

川以
μ
μ
f

’
只
注
総
論
、
シ
去
作
“
F
J
U
坂
・
印

山
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